
【令和８年度予算】地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 若狭町

【歳　入】　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 228,300 千円  （総額 418,500千円）

【歳　出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 1,933,446 千円

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他
うち地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

障害者福祉（障害者介護給付費事業等） 630,035 436,496 11,000 182,539

母子福祉（母子家庭等医療費助成事業等） 4,841 2,360 2,481

高齢者福祉（老人保護措置事業） 10 10

児童福祉（児童手当事業等） 361,107 320,037 36,234 4,836

国民健康保険事業（繰出金） 95,968 41,770 54,198

後期高齢者医療事業（繰出金等） 262,318 38,731 223,587

介護保険事業（繰出金） 309,980 7,462 302,518

医療施策（公衆衛生事業等） 195,022 195,022

疾病予防対策（予防接種事業等） 51,551 871 40,000 10,680

健康増進対策（成人保健事業等） 22,614 1,337 15,549 5,728

1,933,446 849,064 0 102,783 981,599 228,300

※各事業に要する一般財源比率に応じて、地方消費税交付金（社会保障財源化分）を按分して充当しています。

合　計

　消費税（国・地方）の引き上げに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされ
ています。
　令和８年度若狭町一般会計当初予算における社会保障施策関連経費への充当状況は、次のとおりです。
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